様式第2号（第6条関係）

豊郷町子育て短期支援事業利用決定（却下）通知書
第　　　　　号
年　　月　　日

（申請者）
　　　　あて

豊郷町長　　　　　　　　　印

　　　　年　　月　　日付けで申請のありました、豊郷町子育て短期支援事業の利用について、次のとおり決定（却下）したので通知します。なお、利用期間満了前に利用の要件がなくなったときは、速やかに申し出てください。
	児童名
	
	生年月日
	年　月　日生
（　　　歳）
	性別
	男・女

	委託先
	住　所


施設名

	利用期間
	年 　月 　日　 時～　　　年 　月 　日　 時（ 　日間）

	保護者負担金
	有　　　　　　　　　円　（1日あたり　　　　　円　×　　日間）

無

	利用を却下した理由


(教示)　この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して3箇月日以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。〔なお、決定の通知を受けた日から3箇月以内であっても、決定の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。〕
[bookmark: _GoBack]また、決定の取消しの訴えは、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に豊郷町を被告として(豊郷町長が被告の代表者となります。)提起することができます。〔なお、決定の通知を受けた日から6箇月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起できなくなります。〕ただし、決定の通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。
